
財団法人リバーフロント整備センターでは、「川
に学ぶ」社会の実現を促進するために、平成11年度
から、市民団体等の方々の「川に学ぶ」活動（環境
教育活動等）を支援するための助成事業を実施して
おります。本助成事業につきましては、全国から広
く応募をいただき、好評なことから、平成19年度も
引き続き実施することといたしました。皆様方から
の応募をお待ちしています。

1．趣 旨

河川・海岸等の水辺空間に関して、市民の方々の
関心を高め、「川に学ぶ」社会の実現を促進するため、
市民団体等が河川・海岸等の水辺で行う自然体験や
環境教育等の活動等に対し、その費用を助成するも
のです。

2．応募の条件

市民団体、学校等の非営利団体による公益的な活
動を対象とします。

3．助成対象活動

下記に該当する活動に対し、助成を行います。
（1）河川･海岸等の水辺や、水辺に関わる地域を
フィールドとして行う自然体験や環境教育等の
活動。

（2）河川･海岸等に関係するセミナーやスクール
の実施、情報の提供等の活動。
■河川清掃のみを目的とした活動等は対象となり
ませんので、ご注意下さい。
■昨年度より特に「河川を活かしたまちづくり」
に寄与する団体の活動を積極的に助成すること
としています。

4．助成対象期間

原則としての実施期間
平成19年4月24日～平成20年1月31日
■活動日によっては助成決定の通知と前後する場
合があります。

5．助成金額等

（1）助成金額
1つの活動につき10万円を限度とします。
〔1活動／1団体〕

（2）助成対象費目
上記活動に必要となる器具・材料の購入費（賃
料を含む）、人件費（謝金等）等とします。
■飲食費、集合場所までの交通費は対象となりま
せん。

（3）助成件数
40件程度とします。

6．応募方法等

（1）応募方法
当センターのホームページ http://www.rfc.or.jp/
から所定の応募様式を入手してください。エクセル
ファイルの場合のみ、メールでの申請を認めます。
なお、従来同様に所定の応募様式にて、下記9の応募
先まで郵送することでもかまいません。
（詳しい応募要領、及び応募様式は、ＨＰから入手で
きます。）
■応募書類は、「川に学ぶ」活動助成事業事務局に
帰属するものとし、提出された書類を基に資料
を作成・公表することを妨げないものとします。
また、応募いただいた資料は助成金の交付の如
何に関わらず返却しないものとします。

（2）応募締め切り
平成19年4月20日(金) 必着、FAX不可

7．助成の決定

当センター内に設置する選定委員会により書類選
考を行い、その結果は平成19年6月中旬を目処に応募
者全員に文書にて通知します。

8．助成を受ける団体の義務

助成を受ける団体は、以下の事項を実施すること
を義務とします。
①活動を実施するにあたって「川に学ぶ」活動助
成を受けている旨明示すること。

②助成対象となった活動完了後、所定の様式によ
る実施報告書を提出すること。

9．応募及び問合せ先

財団法人リバーフロント整備センター
「川に学ぶ」活動助成事業事務局（研究第一部）
〒102-0082
東京都千代田区一番町8番地一番町FSビル
TEL:03-3265-7121 FAX:03-3265-7456
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